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小冊子『大眼目』の史料批判とその射程（菅原薫仁）

小
冊
子
『
大
眼
目
』
の
史
料
批
判
と
そ
の
射
程

│
│
北
一
輝
研
究
に
お
け
る
史
的
基
盤
の
再
検
討
│
│

菅
　
原
　
薫
　
仁

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
北
一
輝
　
②
大
眼
目
　
③
角
田
清
彦
　
④
昭
和
維
新
　
⑤
史
料
批
判
﹈

は
じ
め
に

　
北
一
輝
研
究
は
、
北
の
主
著
で
あ
る
『
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』（
一
九
〇
六
年
）・『
支
那
革
命
外
史
』（
一
九
一
五
年
〜

一
九
一
六
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
）・『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』（
一
九
一
九
年
）
及
び
『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』（
一
九

二
三
年
）
の
間
に
、
思
想
の
「
転
向
」・「
変
節
」
が
あ
る
と
す
る
立
場
と
、
一
貫
性
が
あ
る
と
す
る
立
場
に
二
分
し
て
い
る
状
況

で
あ
る）

1
（

。
し
か
し
、
思
想
の
「
断
絶
」・「
変
化
」
を
検
討
す
る
に
し
ろ
「
一
貫
」
を
検
討
す
る
に
し
ろ
、
北
一
輝
の
体
系
的
な
思

想
に
つ
い
て
検
討
す
る
時
、『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』（
一
九
二
三
年
）
か
ら
刑
死
す
る
ま
で
（
一
九
三
七
年
八
月
一
九
日
）
に
、

思
想
の
全
体
像
を
直
接
に
探
り
得
る
著
作
は
な
い
状
況
で
あ
り
、
厳
密
に
は
一
九
二
〇
年
代
前
半
ま
で
し
か
史
料
的
に
は
検
討
出

来
な
い
問
題
が
研
究
の
前
提
に
存
在
し
て
い
る
。
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具
体
的
に
史
料
の
状
況
を
説
明
す
る
と
、
二
・
二
六
事
件
直
後
の
北
自
身
が
当
時
の
状
況
や
こ
れ
ま
で
の
著
書
や
活
動
に
つ
い

て
体
系
的
に
語
る
貴
重
な
内
容
の
史
料
と
し
て
、
憲
兵
隊
調
書
（
昭
和
一
一
年
三
月
二
日
の
第
一
回
〜
昭
和
一
一
年
四
月
一
七
日

の
第
七
回
ま
で
）、
警
視
庁
調
書
㈠
（
昭
和
一
一
年
三
月
一
七
日
の
第
一
回
〜
昭
和
一
一
年
三
月
二
一
日
の
第
五
回
ま
で
）、
警
視

庁
調
書
㈡
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
調
書
と
い
う
事
も
あ
り
、
意
識
的
／
無
意
識
的
な
自
己
弁
護
の
可
能
性
や
、
関
係
者
へ
の

弁
護
、
記
憶
違
い
等
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
著
作
等
の
主
要
文
献
と
複
合
的
に
突
き
合
わ
せ
て
使
用
す
る
と

い
う
前
提
の
下
で
は
有
用
な
も
の
と
評
価
出
来
る
が
、
北
の
思
想
を
検
討
す
る
上
で
は
補
助
的
な
位
置
づ
け
で
あ
る
こ
と
を
超
え

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ま
た
、
前
述
し
た
回
顧
を
除
く
と
、
一
九
三
〇
年
代
の
史
料
と
し
て
は
、『
霊
告
日
記
』（
昭
和
四
年
四
月

二
七
日
〜
昭
和
一
一
年
二
月
二
八
日
）・「
対
外
国
策
ニ
関
ス
ル
建
白
書
」（
一
九
三
二
年
）・「
日
米
合
同
対
支
財
団
ノ
提
議
」（
一

九
三
五
年
）
と
若
干
の
書
簡
が
主
た
る
も
の
に
な
る
。『
霊
告
日
記
』
に
は
当
時
の
北
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
問
題
に
引
き
付
け

て
霊
告
を
記
述
し
た
箇
所
が
見
ら
れ
、
そ
の
事
実
自
体
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
思
想
を
体
系
的
に
語
る
性
格
を
持
つ
史
料
と
は
成

り
得
な
い
。
加
え
て
、「
対
外
国
策
ニ
関
ス
ル
建
白
書
」
と
「
日
米
合
同
対
支
財
団
ノ
提
議
」
か
ら
は
北
の
対
外
観
を
見
て
取
る

こ
と
は
出
来
る
が
、
そ
れ
ら
は
北
の
思
想
の
一
部
を
示
す
も
の
で
し
か
な
い
。
書
簡
も
重
要
な
史
料
で
は
あ
る
が
、
思
想
の
全
体

像
を
示
し
得
る
史
料
で
は
な
い
。

　
こ
の
た
め
に
、『
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』
の
自
筆
修
正
版
（
一
九
二
〇
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
北
の
修
正
は
行
わ
れ
た
）

は
、「
著
作
集
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
資
料
の
う
ち
最
大
の
も
の）

2
（

」
で
あ
り
、『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
と
並
び
、
後
期
の
北
の

思
想
や
性
格
の
変
化
を
知
る
た
め
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る）

3
（

。
こ
の
史
料
状
況
の
中
で
重
要
に
な
る
の
が
、
角

田
清
彦
が
署
名
し
、「
民
衆
食
堂
」
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
小
冊
子
『
大
眼
目
』（
一
九
二
〇
年
一
二
月
五
日
）
の
史
料
批
判
で
あ

る
。
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こ
の
『
大
眼
目
』
の
著
者
推
定
に
関
し
て
は
議
論
が
あ
り
、
作
者
を
北
一
輝
と
推
定
す
る
研
究
と
、
署
名
の
通
り
角
田
の
も
の

で
あ
る
と
す
る
研
究
が
存
在
し
て
い
る
。
作
者
を
北
と
推
定
す
る
前
者
の
も
の
と
し
て
は
、
鈴
木
正
節
の
研
究
と
松
田
實
に
よ
る

『
大
眼
目
』
の
解
題
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ）

4
（

、
著
者
が
北
で
あ
る
と
断
定
で
き
な
い
と
考
え
る
後
者
の
も
の
と
し
て
は
、
宮
本
盛
太

郎
と
長
谷
川
義
記
が
取
り
組
ん
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
北
一
輝
研
究
や）

5
（

、
近
年
も
の
で
は
福
家
崇
洋
の
研
究
が
そ
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る）

6
（

。
現
在
主
流
な
の
は
こ
の
後
者
の
立
場
で
あ
る
が
、
小
冊
子
『
大
眼
目
』
が
北
研
究
に
お
い
て
本
格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
自
体
が
非
常
に
稀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
双
方
の
先
行
研
究
に
お
け
る
史
料
推
定
に
は
不
十
分
な
点
が
散
見
さ
れ

る
。
特
に
、
⒜
『
大
眼
目
』
の
来
歴
に
関
す
る
整
理
と
、
⒝
北
や
角
田
の
他
の
テ
ク
ス
ト
と
の
比
較
に
は
不
足
が
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
、
本
稿
の
一
章
で
は
⒜
に
関
し
て
、
二
章
と
三
章
で
は
⒝
に
関
し
て
検
討
を
行
う
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
し
て
最
終

的
に
小
冊
子
『
大
眼
目
』
の
射
程
を
明
ら
か
に
し
、
史
料
と
し
て
『
大
眼
目
』
を
北
研
究
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
で
、
北
研
究
に

お
け
る
二
〇
年
代
前
半
以
降
の
史
料
的
問
題
を
突
破
す
る
糸
口
を
探
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
、
本
稿
で
『
大
眼
目
』
を
検
討
す
る
目

的
で
あ
る
。

一
　
小
冊
子
『
大
眼
目
』
の
来
歴
に
つ
い
て

　
ま
ず
初
め
に
、『
大
眼
目
』
の
作
者
と
し
て
署
名
を
行
っ
て
い
る
角
田
清
彦
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
角
田
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、

司
法
省
刑
事
局
「
国
家
主
義
系
団
体
員
の
経
歴
調
査
（
一）

7
（

）」
に
記
述
が
あ
る
。
角
田
は
一
八
八
九
年
一
月
八
日
に
熊
本
県
菊
池

郡
西
合
志
村
大
字
上
で
生
ま
れ
、
農
学
校
三
年
修
業
後
、
一
九
一
五
年
に
明
治
大
学
を
卒
業
し
た
。
そ
の
後
は
、
思
想
運
動
に
従
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事
し
、
一
九
一
八
年
結
成
の
老
荘
会
に
名
を
連
ね
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
三
年
以
来
、
内
藤
順
太
郎
に
従
っ
て
数
回
に
渡
り
台
湾

及
び
中
国
福
建
省
に
渡
航
し
、
福
建
省
独
立
工
作
を
画
策
し
た
。
関
係
団
体
は
更
始
一
心
会
（
会
長
）、
維
新
制
度
研
究
会
（
幹

事
長
、
常
任
委
員
）、
興
亜
青
年
連
盟
（
世
話
人
）
で
あ
る
。

　
角
田
が
所
属
し
た
老
壮
会
の
所
属
メ
ン
バ
ー
の
内
、
一
途
に
国
内
改
造
を
目
指
す
人
々
は
老
壮
会
の
活
動
の
み
で
は
満
足
で
き

な
く
な
り
、
一
九
一
九
年
八
月
に
猶
存
社
が
誕
生
す
る）

8
（

。
北
一
輝
は
、
一
九
二
〇
年
の
八
月
に
上
海
を
訪
問
し
た
老
壮
会
・
猶
存

社
メ
ン
バ
ー
の
中
核
と
も
言
え
る
満
川
亀
太
郎
や
大
川
周
明
ら
に
よ
っ
て
帰
国
を
要
請
さ
れ
、
同
年
一
二
月
三
一
日
に
帰
国
し
た

と
さ
れ
る
が
、
一
九
二
〇
年
一
〇
月
に
発
行
さ
れ
た
『
雄
叫
』（
第
三
号
）
の
老
壮
会
参
加
者
二
六
〇
人
の
署
名
に
北
は
既
に
名

を
連
ね
て
お
り
、
こ
の
署
名
の
中
に
は
角
田
の
名
前
も
存
在
す
る）

9
（

。
そ
の
た
め
、『
大
眼
目
』（
一
九
二
〇
年
一
二
月
）
の
出
版
前

に
、
北
と
角
田
に
は
既
に
交
流
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
加
え
て
、
北
に
深
く
共
鳴
し
た
西
田
税
ら
が
昭
和
期
に

発
行
し
た
新
聞
の
名
前
が
「
大
眼
目
」
で
あ
る
こ
と
は
、
北
と
『
大
眼
目
』
の
関
係
を
示
す
傍
証
の
一
つ
に
成
り
得
る
と
言
え
よ

う
。

　
そ
れ
で
は
、『
大
眼
目
』
の
来
歴
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
く
。『
大
眼
目
』
は
一
九
三
三
年
に
『
純
正
国
家
主
義
』
と
し
て
再
発

行
さ
れ
、
同
年
、
す
ぐ
に
発
禁
に
な
っ
て
い
る）

10
（

。
こ
の
『
純
正
国
家
主
義
』
に
は
『
大
眼
目
』
の
来
歴
が
「
内
外
更
始
倶
楽
部
書

記
局
」
平
野
小
劔
に
よ
っ
て
以
下
の
通
り
に
示
さ
れ
て
い
る
。

此
の
小
冊
子
は
序
に
も
あ
る
通
り
大
正
九
年
一
二
月
初
版
を
発
行
し
、
そ
の
後
数
版
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
が
、
絶
版
す
る

に
は
余
り
に
も
惜
し
く
同
志
角
田
清
彦
君
の
同
意
を
得
、
時
も
秋
、
五
・
一
五
事
件
の
世
論
囂
々
を
機
会
と
し
て
三
度
び
社

会
に
姿
を
現
は
し
た
の
で
あ
る）

11
（
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平
野
は
水
平
運
動
家
・
ア
ナ
キ
ス
ト
か
ら
国
家
主
義
者
に
転
じ
た
人
物
で
、
昭
和
期
に
天
皇
機
関
説
排
撃
運
動
の
先
鋒
に
立
っ

た
人
物
で
あ
る
が
、
こ
の
平
野
に
よ
る
記
述
で
は
、『
大
眼
目
』
は
『
純
正
国
家
主
義
』
の
刊
行
に
至
る
ま
で
に
数
版
を
重
ね
て

お
り
、
そ
の
回
数
に
つ
い
て
は
「
三
度
び
社
会
に
姿
を
現
は
し
た
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
初
版
を
一
回
目
と

す
れ
ば
、
こ
の
『
純
正
国
家
主
義
』
が
四
回
目
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
分
か
る
。

　
先
行
研
究
の
内
、
鈴
木
の
研
究
は
、『
大
眼
目
』
文
中
の
「
二
千
五
百
九
十
三
年
」
と
い
う
皇
紀
の
記
述
や
、「
民
政
党
」
と
い

う
記
述
を
理
由
に
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
と
書
か
れ
た
日
付
は
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
の
も
の

で
あ
る
と
推
定
す
る）

12
（

。
し
か
し
、
一
九
二
〇
年
に
出
さ
れ
た
原
本
の
当
該
箇
所
を
見
れ
ば
、「
二
千
五
百
九
十
三
年
」
は
「
二
千

五
百
八
十
年
」
と
、「
民
政
党
」
と
い
う
記
述
は
「
憲
政
会
」
と
そ
の
時
代
に
即
し
た
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る）

13
（

。『
純
正
国
家
主

義
』
で
は
「
民
政
党
」
や
「
二
千
五
百
九
十
三
年
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
鈴
木
が
提
示
し
て
い
る
も
の
と
文
章
が
一
致
し
て
い
る

こ
と
を
合
わ
せ
見
れ
ば）

14
（

、
鈴
木
の
見
て
い
る
『
大
眼
目
』
は
、『
純
正
国
家
主
義
』（
一
九
三
三
年
）
と
し
て
四
回
目
に
出
版
さ
れ

た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
、
皇
紀
の
記
述
の
一
致
か
ら
、
長
谷
川
の
研
究
が
参
照
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
こ
の
『
大

眼
目
』
で
あ
る
と
判
断
で
き
る）

15
（

。

　
次
に
分
か
る
の
は
、
再
出
版
さ
れ
た
三
回
目
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
相
当
す
る
の
は
、
宮
本
盛
太
郎
の
研
究
が
紹
介
し
て
い

る
『
大
眼
目
』
と
、
一
九
五
三
年
七
月
に
北
昤
吉
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
る
雑
誌
『
猶
興
』
で
一
九
二
〇
年
の
も
の
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
い
る
『
大
眼
目
』
で
あ
る
。
こ
の
『
大
眼
目
』
は
、「
民
政
党
」
の
記
述
に
加
え
て
「
二
千
五
百
九
十
二
年
」
と
本
文

で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
再
出
版
年
は
一
九
三
二
年
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る）

16
（

。

　
最
後
に
、
二
回
目
に
出
版
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
述
の
松
田
の
研
究
は
、
自
身
が
使
用
し
て
い
る
『
大
眼
目
』
に
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つ
い
て
雑
誌
『
猶
興
』
に
載
っ
た
も
の
で
あ
る
と
記
述
す
る
が）

17
（

、
こ
の
松
田
の
紹
介
す
る
『
大
眼
目
』
の
皇
紀
の
記
述
は
「
二
千

五
百
八
十
年
」
で
あ
り
、
先
に
推
定
し
た
雑
誌
『
猶
興
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
は
年
数
が
異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
数
字
は
原
本

の
皇
紀
の
記
述
と
一
致
し
て
い
る）

18
（

。
し
か
し
、
松
田
の
紹
介
す
る
『
大
眼
目
』
は
「
民
政
党
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
点
で
一
九
二

〇
年
に
出
さ
れ
た
初
版
の
も
の
と
も
差
異
が
存
在
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る）

19
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
松
田
の
紹
介
し
た
『
大
眼

目
』
は
、
民
政
党
が
結
成
さ
れ
た
一
九
二
七
年
か
ら
、
第
三
版
に
お
い
て
皇
紀
の
記
述
が
変
更
さ
れ
た
一
九
三
二
年
の
間
に
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
可
能
で
あ
り
、
故
に
、
こ
れ
ま
で
の
第
三
版
・
第
四
版
の
推
定
結
果
と
合
わ
せ
見
れ
ば
、
松
田
の
使
用

し
て
い
る
『
大
眼
目
』
は
第
二
版
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
松
田
は
、
こ
の
『
大
眼
目
』
執
筆
を
一
九
一
九
年
と
推
定
し
て
い

る
が
、
上
記
に
み
た
通
り
、
こ
の
推
定
結
果
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
さ
て
、
さ
ら
に
来
歴
の
整
理
を
進
め
る
と
、『
労
働
運
動
』
一
九
二
一
年
三
月
二
〇
日
に
は
『
大
眼
目
』
に
つ
い
て
「
北
君
が

書
い
た
も
の
で
、
署
名
は
何
故
か
角
田
清
彦
君
と
し
て
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る）

20
（

。
先
行
研
究
で
は
、
福
家
の
研
究
の
み
が
こ
の

『
労
働
運
動
』
の
記
述
に
言
及
し
て
い
る
が
、
福
家
は
、
作
者
推
定
の
問
題
に
は
踏
み
込
ま
ず
、「
ひ
と
ま
ず
角
田
筆
と
し
て
お
き

た
い
」
と
し
て
考
察
を
終
え
て
お
り
、
推
定
に
課
題
を
残
し
て
い
る
問
題
が
あ
る）

21
（

。

　『
労
働
運
動
』
の
記
述
や
前
述
し
た
傍
証
と
合
わ
せ
見
た
と
き
、『
大
眼
目
』
を
北
が
書
い
た
も
の
と
考
え
る
研
究
の
重
要
度
は

高
ま
る
。
そ
の
時
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
来
歴
の
整
理
の
不
足
か
ら
年
代
の
推
定
結
果
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
鈴
木
の
研

究
が
推
定
過
程
で
提
出
し
て
い
る
視
点
自
体
は
興
味
深
い
も
の
に
な
る
。
鈴
木
の
作
者
推
定
の
論
理
の
要
点
は
、
①
昭
和
二
八
年

七
月
の
雑
誌
『
猶
興
』
や
長
谷
川
義
記
の
著
作
、
ま
た
「
古
い
右
翼
に
会
っ
た
と
き
」
に
口
頭
で
、
こ
れ
は
北
一
輝
の
も
の
だ
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
②
文
体
が
江
戸
弁
風
な
口
語
体
な
の
は
奇
異
と
も
思
わ
れ
る
が
、
北
が
上
機
嫌
な
お
り
は
、
江
戸
弁
風

に
な
り
、
奇
抜
な
比
喩
を
連
発
し
て
ば
か
り
い
た
と
い
う
側
近
の
寺
田
稲
次
郎
の
話
を
了
と
す
れ
ば
そ
の
調
子
で
法
案
の
解
説
を
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書
い
た
、
あ
る
い
は
、
口
述
筆
記
し
た
も
の
と
推
量
し
う
る
こ
と
、
③
内
容
に
一
定
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
が
、『
国
家
改
造
案
原
理

大
綱
』
の
内
容
を
大
胆
に
か
み
砕
い
て
書
け
る
人
物
が
当
該
期
の
右
翼
や
北
グ
ル
ー
プ
に
は
北
以
外
に
は
い
な
い
こ
と
、
④
用
語

や
言
葉
の
使
い
か
た
の
癖
や
ス
タ
ン
ス
、
巧
妙
か
つ
奇
抜
な
比
喩
等
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
の
四
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る）

22
（

。

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
鈴
木
の
視
点
の
内
、
①
を
「
来
歴
の
整
理
」（
本
章
）、
③
を
『
大
眼
目
』
と
『
国
家
改
造
案
原
理
大

綱
』・『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』（
以
下
、
二
つ
の
『
大
綱
』
と
略
記
）
の
比
較
（
二
章
）、
②
と
④
の
視
点
を
「『
大
眼
目
』
の
特

徴
と
北
一
輝
の
語
り
の
癖
」（
三
章
）
と
批
判
的
に
発
展
さ
せ
て
検
討
し
、
最
終
的
に
『
大
眼
目
』
は
「
北
が
書
い
た
も
の
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
」
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

二
　『
大
眼
目
』
と
二
つ
の
『
大
綱
』
の
比
較

　『
大
眼
目
』
の
構
成
は
、「
序
」・「
緒
論
」・「
一
、
社
会
主
義
と
国
家
主
義
」・「
二
、
大
資
本
の
国
有
」・「
三
、
都
会
地
の
土
地

処
分
」・「
四
、
耕
作
地
の
土
地
処
分
」・「
五
、
結
論
」
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
「
一
、
社
会
主
義
と
国
家
主
義
」
で
、
⑴
「
通
辯

学
者
、
社
会
主
義
屋
、
デ
モ
ク
ラ
連
が
、
鼻
唾
ヒ
ツ
か
け
る
値
打
も
な
い
」
こ
と
、
⑵
社
会
主
義
は
国
家
主
義
で
も
あ
っ
て
、
非

国
家
主
義
で
も
無
政
府
主
義
で
も
な
い
こ
と
、
⑶
「
国
家
主
義
を
唱
へ
て
ゐ
る
多
く
の
奴
等
は
、
鬼
の
念
仏
で
あ
つ
て
贋
造
国
家

主
義
、
地
金
は
我
利
我
欲
主
義
、
国
家
滅
亡
主
義
で
あ
る
」
こ
と
が
説
明
さ
れ
、
そ
の
後
、「
二
、
大
資
本
の
国
有
」・「
三
、
都

会
地
の
土
地
処
分
」・「
四
、
耕
作
地
の
土
地
処
分
」
で
日
本
の
目
指
す
べ
き
「
国
家
的
組
織
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
さ
れ
る

と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る）

23
（

。

　
こ
の
「
国
家
的
組
織
」
に
つ
い
て
の
説
明
部
分
、
つ
ま
り
、「
二
、
大
資
本
の
国
有
」・「
三
、
都
会
地
の
土
地
処
分
」・「
四
、
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耕
作
地
の
土
地
処
分
」
の
記
述
は
二
つ
の
『
大
綱
』
と
類
似
性
が
特
に
高
く
な
る
。『
大
眼
目
』
が
『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』

の
解
説
的
内
容
で
あ
る
こ
と
は
、
前
章
で
確
認
し
た
鈴
木
の
視
点
③
に
指
摘
が
あ
り
、
確
か
に
『
大
眼
目
』
が
そ
う
し
た
性
格
を

持
ち
得
る
史
料
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
も
の
の
、
鈴
木
の
研
究
で
は
『
大
眼
目
』
と
二
つ
の
『
大
綱
』
と
の
具
体
的

な
記
述
の
対
応
が
不
鮮
明
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、『
大
眼
目
』
と
二
つ
の
『
大
綱
』
と
の
差
異
に
つ
い
て
の
検
討
は
な
く
、
分

析
が
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
章
で
は
、
二
つ
の
『
大
綱
』
と
『
大
眼
目
』
の
類
似
性
や
差
異
に
着
目

し
な
が
ら
比
較
を
行
い
、
北
思
想
と
『
大
眼
目
』
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
ま
ず
、
類
似
性
の
高
い
点
に
つ
い
て
整
理
を
行
う
。「
二
、
大
資
本
の
国
有
」
は
二
つ
の
『
大
綱
』
の
「
巻
四
　
大
資
本
ノ
国

家
統
一
」
と
対
応
す
る
。『
大
眼
目
』
の
「
著
者
」
は
、
大
資
本
家
に
国
家
の
所
得
で
あ
る
べ
き
「
国
家
の
大
生
産
」
を
盗
ま
れ

て
い
る
う
ち
は
、
国
家
は
貧
乏
を
し
、
そ
の
貧
乏
を
補
う
た
め
に
税
金
を
背
負
う
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る）

24
（

。
そ
の
一
方

で
、「
大
資
本
の
公
有
」
の
大
の
字
に
つ
い
て
強
調
し
、
魚
屋
や
豆
腐
屋
の
よ
う
な
小
資
本
の
会
社
ま
で
公
有
す
る
の
で
は
な
い

と
し
て
、
完
全
に
資
本
を
公
有
に
す
る
よ
う
な
共
産
主
義
・
社
会
主
義
と
自
身
の
思
想
を
区
別
し
、「
通
辯
共
の
中
に
は
何
も
彼

も
国
営
に
す
る
な
ど
ゝ
云
ふ
や
う
な
タ
ワ
ケ
た
理
屈
を
こ
ね
る
奴
が
あ
る
」
と
批
判
を
行
っ
て
い
る）

25
（

。

　
そ
し
て
、「
著
者
」
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
で
「
純
正
大
国
家
主
義
」
と
し
て
、
日
本
の
産
業
的
無
政
府
状
態
を
統
一

調
整
す
る
こ
と
で
、
産
業
的
国
家
主
義
を
実
現
す
る
と
主
張
し
、
具
体
的
な
限
度
額
を
「
一
千
万
円
」
と
設
定
し
て
い
る）

26
（

。
こ
こ

で
提
示
さ
れ
る
「
一
千
万
円
」
と
い
う
数
字
は
二
つ
の
『
大
綱
』
の
「
巻
四
　
大
資
本
ノ
国
家
統
一
」
に
お
け
る
「
私
人
生
産

業
」
の
限
度
額
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る）

27
（

。
ま
た
、『
大
眼
目
』
に
お
け
る
「
一
千
万
円
と
い
ふ
の
は
必
ず
し
も
一
人
の

資
産
額
を
云
ふ
の
で
は
な
い
。
合
資
と
か
株
式
と
か
の
持
合
資
本
も
含
む
」
と
い
う
記
述
は
、「
私
有
財
産
限
度
ト
私
人
生
産
業

限
度
ト
ヲ
同
一
視
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
合
資
株
式
合
名
又
ハ
自
己
ノ
財
産
ニ
非
ル
借
入
金
ヲ
以
テ
生
産
ヲ
営
ム
後
者
ノ
制
限
ハ
財
産
ノ
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制
限
タ
ル
前
者
ト
全
ク
別
事
ナ
リ
」
と
す
る
二
つ
の
『
大
綱
』
の
記
述
と
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る）

28
（

。

　
次
に
「
三
、
都
会
地
の
土
地
処
分
」
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
「
巻
三
　
土
地
処
分
三
則
」
と
対
応
し
て
い
る
。「
三
、
都
会
地

の
土
地
処
分
」
で
は
、
田
舎
の
大
地
主
の
土
地
処
分
と
都
会
地
の
土
地
処
分
に
関
し
て
言
及
す
る
こ
と
を
説
明
し
、
都
市
の
発
展

に
よ
る
地
価
の
高
騰
に
よ
り
儲
け
た
「
地
主
の
禿
頭
」
の
懐
を
肥
や
す
必
要
は
な
い
と
し
て
、
大
都
会
の
土
地
に
つ
い
て
全
て
市

有
と
す
る
こ
と
を
主
張
す
る）

29
（

。

　
こ
の
論
の
過
程
で
は
「
無
月
謝
の
学
校
」
や
、「
市
民
の
税
金
な
ど
は
鼻
薬
ほ
ど
も
要
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
記
述
が
な
さ
れ
る
が）

30
（

、

前
者
は
二
つ
の
『
大
綱
』
の
「
巻
六
　
国
民
の
生
活
権
利
」
に
お
け
る
「
国
民
教
育
ハ
国
民
ノ
権
利
ト
シ
テ
受
ク
ル
者
ナ
ル
ヲ
以

テ
無
月
謝
教
科
書
給
付
中
食
ノ
学
校
支
辯
ヲ
方
針
ト
ス）

31
（

」
と
対
応
し
て
お
り
、
後
者
は
「
巻
四
　
大
資
本
ノ
国
家
統
一
」
の
「
基

本
的
租
税
以
外
各
種
ノ
悪
税
ハ
悉
ク
廃
止
ス
ヘ
シ）

32
（

」
と
対
応
し
て
い
る
。

　「
四
、
耕
作
地
の
土
地
処
分
」
で
は
、
百
姓
を
国
の
基
本
に
考
え
、
百
姓
の
土
地
分
配
問
題
を
取
り
上
げ
て
、「
ど
う
し
た
ら
日

本
国
民
が
一
通
り
の
平
等
と
安
楽
、
自
由
を
得
る
や
う
に
な
れ
る
か
、
こ
れ
に
対
し
て
は
耕
作
地
分
有
制
と
云
ふ
も
の
を
行
ふ
よ

り
外
に
道
が
な
い
」
と
耕
作
地
分
有
制
を
主
張
す
る）

33
（

。
そ
し
て
、「
日
本
国
内
の
凡
て
の
土
地
は
、
大
日
本
国
が
本
家
本
元
の
所

有
者
」
で
あ
り
、
大
地
主
の
土
地
兼
併
が
農
業
の
生
産
性
が
下
が
っ
た
大
々
的
原
因
で
あ
る
と
す
る
が）

34
（

、
こ
の
「
国
家
其
者
ヲ
一

大
地
主
」
と
し
て
「
大
地
主
ノ
土
地
兼
併
」
を
批
判
し
、
耕
作
地
分
有
制
を
主
張
す
る
論
理
に
つ
い
て
は
二
つ
の
『
大
綱
』
の

「
巻
三
　
土
地
処
分
三
則
」
に
対
応
し
て
い
る）

35
（

。

　
次
に
差
異
を
検
討
す
る
。「
三
、
都
会
地
の
土
地
処
分
」
で
は
実
行
方
法
と
し
て
、
財
産
一
〇
〇
万
円
以
下
の
も
の
に
限
り
、

三
分
利
付
市
債
を
渡
し
て
引
替
に
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る）

36
（

。
こ
れ
は
二
つ
の
『
大
綱
』
の
「
巻
三
　
土
地
処
分
三
則
」
の
「
私

有
地
限
度
以
上
ヲ
超
過
セ
ル
土
地
ハ
之
ヲ
国
家
ニ
納
付
セ
シ
ム
。
国
家
ハ
其
賠
償
ト
シ
テ
三
分
利
付
公
債
ヲ
交
付
ス
。
但
私
産
限
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度
以
上
ニ
及
バ
ズ）

37
（

」
と
対
応
し
て
い
る
が
、
一
方
で
、
一
九
一
九
年
の
『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
で
は
私
有
財
産
の
金
額
設
定

は
三
〇
〇
万
以
下
と
な
っ
て
お
り
、
金
額
に
は
相
違
点
が
見
ら
れ
る）

38
（

。
こ
の
よ
う
に
一
〇
〇
万
円
以
下
と
す
る
の
は
一
九
二
三
年

に
発
行
さ
れ
た
『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
の
も
の
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る）

39
（

。

　
こ
れ
と
同
様
に
、
田
舎
の
大
地
主
の
土
地
処
分
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
「
四
、
耕
作
地
の
土
地
処
分
」
の
箇
所
に
お
い
て
も
、

『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
と
相
違
が
見
ら
れ
、『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
の
記
述
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
。「
四
、
耕
作
地
の

土
地
処
分
」
で
は
、
一
家
合
わ
せ
て
時
価
一
〇
万
円
以
上
に
当
る
土
地
に
つ
い
て
、
一
旦
国
家
が
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
土
地
の

な
い
農
民
に
極
め
て
安
価
に
払
ひ
下
げ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が）

40
（

、『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
に
お
い
て
は
一
家
で
時
価
三

万
円
と
記
述
さ
れ
て
お
り）

41
（

、
一
家
で
時
価
一
〇
万
と
い
う
主
張
は
『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る）

42
（

。

　
ま
た
、
そ
の
他
の
相
違
点
を
整
理
す
れ
ば
、「
巻
一
　
国
民
ノ
天
皇
」
の
「
天
皇
大
権
ノ
発
動
ニ
ヨ
リ
テ
三
年
間
憲
法
ヲ
停
止

シ
両
院
ヲ
解
散
シ
全
国
ニ
戒
厳
令
を
布
ク）

43
（

」
と
の
記
述
や
、「
国
家
改
造
内
閣
」・「
国
家
改
造
議
会
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い

点
、「
巻
二
　
私
有
財
産
限
度
」
の
「
在
郷
軍
人
団
会
議
」
の
記
述
が
な
い
点
、「
巻
四
　
大
資
本
ノ
国
家
統
一
」
に
お
け
る
「
銀

行
省
」・「
航
海
省
」・「
鉱
業
省
」・「
農
業
省
」・「
工
業
省
」・「
商
業
省
」・「
鉄
道
省
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
具
体
的
な
組
織
の

記
述
が
な
い
点
、「
巻
五
　
労
働
者
ノ
権
利
」
や
「
巻
六
　
国
民
ノ
生
活
権
利
」
に
見
ら
れ
る
婦
人
・
児
童
の
権
利
や
労
働
に
つ

い
て
の
記
述
が
な
い
点
、「
巻
七
　
朝
鮮
其
他
現
在
及
将
来
ノ
領
土
ノ
改
造
方
針
」
に
対
応
す
る
記
述
が
な
い
点
、「
巻
八
　
国
家

ノ
権
利
」
の
徴
兵
制
維
持
と
開
戦
の
積
極
的
権
利
に
関
す
る
記
述
が
な
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
が
『
大
眼
目
』
で

落
ち
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
「
国
家
改
造
」
が
「
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
か
」
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い

る
。
以
下
に
『
大
眼
目
』
の
記
述
を
引
用
す
る
。
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そ
れ
で
は
こ
れ
だ
け
の
こ
と
は
一
体
誰
が
成
し
遂
げ
る
と
云
ふ
だ
ろ
う
。
金
持
徒
党
の
政
友
会
や
憲
政
会
で
な
い
こ
と
は
明

白
だ
。（
中
略
）
誰
が
す
る
。
俺
達
よ
り
外
に
な
い
。
俺
等
こ
そ
大
日
本
帝
国
の
土
台
石
だ
。
御
互
の
手
を
握
り
合
う
ん
だ）

44
（

引
用
の
通
り
、
変
革
を
起
こ
す
主
体
は
「
俺
達
」
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
俺
達
」
と
は
誰
か
、「
著
者
」
は
以
下
の
通
り
記
述

す
る
。口

先
ば
か
り
の
毛
唐
共
の
ザ
マ
を
見
ろ
。
疾
う
か
ら
社
会
主
義
だ
な
ん
て
さ
わ
い
で
や
が
つ
て
、
今
だ
に
何
一
つ
出
来
や
し

な
い
ぢ
や
な
い
か
、
大
き
な
南
蛮
、
辛
く
な
い
と
は
彼
奴
等
の
こ
と
だ
。
何
所
に
通
辯
の
値
打
が
あ
る
、
万
国
の
労
働
者
団

結
せ
よ
な
ん
て
、
マ
ル
公
し
や
れ
お
つ
た
、
言
葉
も
違
ふ
し
、
面
魂
も
異
ふ
。
御
気
の
毒
だ
が
御
先
に
失
敬
す
る
。
俺
等
は

俺
等
だ
け
で
や
る
ん
だ
。
日
本
の
労
働
者
団
結
せ
よ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

だ
。
オ
イ
手
を
出
せ
！
グ
ツ
と
握
る
ん
だ
。
世
界
の
奴
等
に
俺
等
の
手

並
を
見
せ
て
や
る
ん
た）

45
（

　
こ
の
記
述
か
ら
は
「
著
者
」
が
「
日
本
の
労
働
者
団
結
せ
よ
」
と
労
働
者
の
団
結
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ

れ
ら
の
文
章
の
論
理
に
内
在
す
れ
ば
先
の
変
革
を
起
こ
す
主
体
と
し
て
の
「
俺
達
」
は
「
日
本
の
労
働
者
」
で
あ
る
こ
と
は
明
確

で
あ
る
。『
大
眼
目
』
は
最
後
に
、「
智
行
合
一
」
を
主
張
し
て
締
め
ら
れ
て
い
る
が）

46
（

、
先
の
『
大
眼
目
』
と
二
つ
の
『
大
綱
』
の

相
違
点
で
確
認
し
た
、『
大
眼
目
』
で
は
書
か
れ
な
い
記
述
の
存
在
は
、
変
革
主
体
が
「
日
本
の
労
働
者
」
で
あ
る
こ
と
と
密
接

に
関
わ
っ
て
い
る
。「
日
本
の
労
働
者
」
に
語
り
か
け
て
い
る
以
上
、
前
述
し
た
「
天
皇
大
権
ノ
発
動
」・「
三
年
間
の
憲
法
停
止

と
戒
厳
令
布
告
」・「
国
家
改
造
内
閣
」・「
国
家
改
造
議
会
」・「
在
郷
軍
人
団
会
議
」・「
国
家
ノ
生
産
的
組
織
」
と
し
て
の
新
た
な
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省
庁
に
つ
い
て
・
戦
争
の
意
義
と
国
防
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
議
論
を
単
純
化
す
る
た
め
に
も
記
述
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し

た
と
推
測
さ
れ
る
。「
婦
人
・
児
童
の
権
利
や
労
働
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
落
と
し
な
が
ら
、「
知
能
的
労
働
者
」・「
筋
肉
的
労
働

者
」
の
「
八
時
間
労
働
」
に
つ
い
て
記
述
す
る
点
は
い
か
に
も
「
意
図
的
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う）

47
（

。
こ
れ
ま
で
相
違
点
を
ま
と
め

て
き
た
が
、
そ
の
中
で
も
、
極
め
て
重
要
に
な
る
の
は
、『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
と
相
違
が
見
ら
れ
、『
日
本
改
造
法
案
大

綱
』
の
記
述
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
点
で
あ
る
。『
大
眼
目
』
は
一
九
二
〇
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
数
字
の
違
い
か
ら
は
、

❶
著
者
で
あ
る
角
田
が
『
大
眼
目
』
執
筆
の
一
九
二
〇
年
ま
で
の
間
に
、
北
か
ら
口
頭
で
そ
の
情
報
の
変
化
を
聞
い
た
（
※
口
述

筆
記
及
び
共
著
の
可
能
性
）、
❷
こ
の
記
述
が
北
一
輝
本
人
の
も
の
で
あ
り
、
一
九
二
〇
年
時
点
で
は
こ
の
よ
う
に
主
張
を
変
え

て
い
た
、
❸
角
田
の
『
大
眼
目
』
の
意
見
を
『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
に
取
り
入
れ
た
、
と
い
う
三
つ
の
可
能
性
が
示
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
可
能
性
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
、
著
者
の
推
定
に
踏
み
込
ん
で
い
く
。

三
　『
大
眼
目
』
の
特
徴
と
北
の
語
り
の
癖

　「
一
、
社
会
主
義
と
国
家
主
義
」
の
冒
頭
で
は
「
社
会
主
義
の
大
眼
目
」
に
つ
い
て
以
下
の
通
り
記
述
さ
れ
る
。
長
文
引
用
に

な
っ
て
し
ま
う
が
、
ご
容
赦
願
い
た
い
。

社
会
主
義
の
大
眼
目
は
何
だ
。
今
の
通
辯
学
者
共
は
、
マ
ル
ク
ス
は
ど
う
だ
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
こ
う
だ
と
、
無
暗
に
活
字

を
列
べ
て
悦
に
入
る
、
干
か
ら
び
た
小
天
狗
の
鼻
較
べ
と
い
ふ
悪
い
図
だ
。
社
会
主
義
の
目
玉
は
何
所
だ
。（
中
略
）
生
半

化
な
通
辯
や
、
書
生
ツ
ポ
ー
が
つ
べ
こ
べ
し
て
る
の
に
は
満
足
出
来
な
い
。
こ
う
見
え
た
つ
て
、
俺
等
の
眼
玉
は
マ
ル
ク
ス
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だ
つ
て
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
だ
つ
て
、
小
腸
の
ド
ン
底
ま
で
見
抜
く
ん
だ
ぞ
。
全
体
が
学
者
な
ん
て
名
の
つ
く
奴
は
、
今
の
金

持
万
能
の
社
会
に
、
売
行
の
い
ゝ
様
に
加
工
さ
れ
た
代
物
な
ん
だ
。
下
さ
ら
な
い
脳
味
噌
樽
に
、
博
士
な
ん
て
な
レ
ツ
テ
ル

を
怙
り
つ
け
や
が
つ
て
、
社
会
主
義
の
説
明
が
聞
い
て
呆
れ
ら
ア
。
憚
り
様
だ
が
、
俺
等
だ
つ
て
印
半
天
一
枚
ぬ
げ
ば
、
佐

倉
宗
五
郎
、
幡
随
院
長
兵
衛
て
な
人
間
様
だ
。
キ
リ
ス
ト
だ
つ
て
叩
き
大
工
、
マ
ホ
メ
ツ
ト
は
魚
屋
さ
。
社
会
主
義
の
魂
は

何
百
年
目
に
一
度
出
る
か
出
な
い
て
な
御
仁
で
な
く
て
分
る
か
。
こ
れ
か
ら
が
印
半
天
の
キ
リ
ス
ト
様
時
代
だ
。
吹
け
ば
と

ぶ
や
う
な
案
山
子
共
に
、
社
会
主
義
と
い
ふ
即
ち
社
会
の
改
造
策
が
言
へ
た
義
理
か
、
生
意
気
に
も
程
が
あ
る
ん
だ
。
血
と

涙
の
人
生
、
苦
痛
悽
惨
な
人
生
、
戦
ひ
の
人
生
、
隆
々
た
る
鉄
腕
と
共
に
炎
の
如
き
腸
を
鍛
へ
た
人
生
、
こ
れ
が
人
間
様
と

い
ふ
も
の
だ
。
諾
し
！
人
間
様
が
、
社
会
主
義
を
説
明
す
る
。
幾
百
万
労
働
者
の
代
表
と
し
て
、
レ
ツ
テ
ル
共
は
土
下
座
し

て
聞
く
べ
し
。
若
し
又
、
俺
等
の
仲
間
に
あ
や
ふ
や
な
者
が
居
た
ら
、
一
切
の
本
を
焼
き
棄
て
ゝ
こ
れ
だ
け
を
見
ろ）

48
（

（
※
太

字
は
原
文
マ
マ
）

引
用
部
に
見
ら
れ
る
マ
ル
ク
ス
と
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
を
対
比
さ
せ
る
論
理
は
、
二
つ
の
『
大
綱
』
に
特
に
顕
著
な
論
理
で
あ
る）

49
（

。
ま

た
、
社
会
主
義
の
「
大
眼
目
」
を
提
示
し
な
い
「
干
か
ら
び
た
小
天
狗
」・「
生
半
化
な
通
辯
」・「
書
生
ツ
ポ
ー
」・「
学
者
」・「
博

士
」
を
「
吹
け
ば
と
ぶ
や
う
な
案
山
子
共
」
と
表
現
し
、「
社
会
主
義
と
い
ふ
即
ち
社
会
の
改
造
策
が
言
へ
た
義
理
か
、
生
意
気

に
も
程
が
あ
る
ん
だ
」
と
批
判
す
る
と
共
に
「
俺
等
の
仲
間
に
あ
や
ふ
や
な
者
が
居
た
ら
、
一
切
の
本
を
焼
き
棄
て
ゝ
こ
れ
だ
け

を
見
ろ
」
と
ま
で
言
い
切
る
点
は
学
者
・
博
士
批
判
を
名
指
し
で
行
い
、「
純
正
社
会
主
義
」
を
絶
対
の
理
想
と
し
た
『
国
体
論

及
び
純
正
社
会
主
義
』
の
論
理
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
類
似
点
も
重
要
で
あ
り
、
北
の
全
て
の
著
作

と
の
類
似
点
と
差
異
の
検
討
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
本
格
的
な
検
討
は
紙
面
の
都
合
上
、
別
稿
に
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譲
る
こ
と
に
す
る
。

　
先
の
引
用
に
お
い
て
最
も
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
一
、
社
会
主
義
と
国
家
主
義
」
以
降
は
、
主
語
が
「
私
」
か
ら
「
俺
等
」・

「
俺
達
」
に
変
化
し
、
文
体
が
江
戸
弁
風
な
口
語
体
へ
と
変
化
し
て
い
る
点
で
あ
る
。『
大
眼
目
』
の
文
体
が
江
戸
弁
風
な
口
語
体

で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
一
章
で
言
及
し
た
通
り
、
鈴
木
の
先
行
研
究
が
提
示
し
た
論
点
の
②
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、「
一
、

社
会
主
義
と
国
家
主
義
」
以
降
に
文
体
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
際
「
私
」
↓
「
俺
等
」・「
俺
達
」
へ
の
主
語
の
変

化
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

　
こ
の
変
化
か
ら
何
が
分
か
る
だ
ろ
う
か
。
前
章
で
、『
大
眼
目
』
の
記
述
に
『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
と
相
違
が
見
ら
れ
、

『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
の
記
述
と
一
致
す
る
も
の
が
存
在
す
る
点
か
ら
、『
大
眼
目
』
の
著
者
推
定
に
お
け
る
三
つ
の
可
能
性
を

取
り
出
し
た
。
こ
こ
で
改
め
て
書
け
ば
、
❶
著
者
で
あ
る
角
田
が
『
大
眼
目
』
執
筆
の
一
九
二
〇
年
ま
で
の
間
に
、
北
か
ら
口
頭

で
そ
の
情
報
の
変
化
を
聞
い
た
可
能
性
（
※
口
述
筆
記
及
び
共
著
の
可
能
性
）、
❷
こ
の
記
述
が
北
一
輝
本
人
の
も
の
で
あ
り
、

一
九
二
〇
年
時
点
の
北
が
こ
の
よ
う
に
主
張
を
変
え
て
い
た
可
能
性
、
❸
角
田
の
『
大
眼
目
』
の
意
見
を
『
日
本
改
造
法
案
大

綱
』
に
取
り
入
れ
た
可
能
性
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
❸
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
北
の
帰
国
の
経
緯
や
組
織
内
で
の
立
ち
位

置
か
ら
も
考
え
づ
ら
い
と
こ
ろ
が
有
り
、
❶
か
❷
が
有
力
な
も
の
に
な
る
。
そ
の
時
、
推
定
を
進
め
る
上
で
、
先
に
言
及
し
た
主

語
の
変
化
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
文
を
書
い
て
い
る
「
私
」
で
あ
る
筆
者
が
、
論
文
中
で
突
然
一
人
称
を
変
更
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
通
常
、
著
作

に
お
け
る
文
章
を
書
く
と
き
に
一
人
称
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
珍
し
く
、
何
の
意
味
も
な
い
の
に
途
中
か
ら
一
人
称
を
変
更
す

る
こ
と
は
考
え
づ
ら
い
。
そ
れ
こ
そ
、
何
か
意
図
か
事
情
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
加
え
て
、
一
人
称
の
変
更
に
伴

っ
て
ま
る
で
別
人
の
よ
う
に
文
体
が
江
戸
弁
風
な
口
語
体
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
だ
か
ら
猶
更
で
あ
る
。「
北
君
が
書
い
た
も
の
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で
、
署
名
は
何
故
か
角
田
清
彦
君
と
し
て
あ
る
」
と
い
う
『
労
働
運
動
』
の
記
述
や
、
北
が
上
機
嫌
な
お
り
は
、
江
戸
弁
風
に
な

り
、
奇
抜
な
比
喩
を
連
発
し
て
ば
か
り
い
た
と
い
う
側
近
の
寺
田
稲
次
郎
の
話
が
存
在
す
る
こ
と
は
一
章
で
前
述
し
た
が
、
こ
れ

ら
の
数
多
く
の
傍
証
を
整
理
す
る
と
、
こ
の
「
語
り
手
」
は
北
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
些
末
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、『
労
働
運
動
』
の
「
北
君
が
書
い
た
も
の
」
と
い
う
記
述
と
、「
語
り
手
」
を
北
と
す
る
本
稿
の
推
定
は
矛
盾
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
読
者
も
い
る
と
想
定
さ
れ
る
た
め
補
足
を
行
う
と
、「
北
君
が
書
い
た
も
の
」
が
指
し
示
す
意
味
内
容
は
、

北
が
実
際
に
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
狭
義
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
内
容
が
北
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
少
し
広
い
意
味
を
指
し
て
い
る

と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
質
的
な
矛
盾
は
な
い
と
本
稿
は
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
整
理
か
ら
、

『
大
眼
目
』
は
角
田
の
名
前
で
発
刊
さ
れ
て
い
る
が
、「
一
、
社
会
主
義
と
国
家
主
義
」
以
降
は
北
の
語
り
を
そ
の
ま
ま
記
述
し
た

口
述
筆
記
の
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
推
定
す
る
。

　
そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
角
田
の
他
の
論
で
の
一
人
称
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
角
田
が
文
章
中
で
一
人
称
を
変
更
す
る
奇
異
な

癖
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
角
田
は
一
九
一
九
年
九
月
号
の
『
潮
』
に
、
自
ら
の
軌
跡
を
振
り
返
っ
て
以
下

の
通
り
記
述
す
る
。

私
は
西
国
の
か
た
ほ
と
り
に
育
つ
た
百
姓
の
豚
児
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

私
は
私
自
身
に
就
い
て
尚
よ
り
多
く
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
せ
う
か
。
私
は
お
江
戸
に
出
て
か
ら
丁
度
十
年
に
な
る
。

（
中
略
）
私
は
文
章
を
書
い
た
こ
と
も
演
舌
を
し
た
こ
と
も
な
い
と
言
つ
て
差
支
な
い
ほ
ど
ズ
ボ
ラ
に
生
き
て
来
た）

50
（

　
ま
た
、『
大
眼
目
』
出
版
か
ら
一
か
月
ほ
ど
の
時
期
で
あ
る
一
九
二
〇
年
一
月
の
「
人
間
的
基
本
生
活
の
立
場
よ
り
」
で
は
以
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下
の
通
り
記
述
す
る
。

私
は
東
京
に
出
ま
し
て
か
ら
丁
度
十
年
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
半
五
ケ
年
間
、
私
は
完
く
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
の
実
行
者

で
御
座
い
ま
し
た
。（
中
略
）
私
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
の
最
穏
健
な
る
解
決
者
は
、
私
が
裸
一
貫
の
労
働
者
と
な
る
こ
と
で
し

た
。
私
は
世
の
中
の
凡
て
を
否
定
す
る
こ
と
に
依
つ
て
、
私
自
身
を
否
定
し
ま
し
た
、
今
や
私
は
私
自
身
を
肯
定
す
る
た
め

に
世
の
中
の
凡
て
を
肯
定
し
度
い
の
で
御
座
い
ま
す）

51
（

　
二
つ
の
記
述
は
、
角
田
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
説
明
す
る
点
で
共
通
点
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
引
用
の
通
り
、
二
つ
の
記
述

で
角
田
は
「
私
」
と
い
う
一
人
称
を
使
っ
て
お
り
、
こ
の
一
人
称
に
つ
い
て
変
化
が
な
い
点
は
重
要
で
あ
る
。
対
し
て
、
一
九
二

五
年
一
月
の
『
天
皇
の
尊
厳
：
大
正
革
命
の
真
眼
目
』
で
は
「
俺
」
の
一
人
称
を
使
用
し
て
い
る
。
以
下
に
記
述
を
引
用
す
る
。

　
間
違
つ
た
世
の
中
に
は
何
一
つ
正
し
い
も
の
は
な
い
。
凡
て
間
違
ひ
と
間
違
ひ
の
鉢
合
せ
、
富
め
る
者
、
貧
し
き
も
の
、

（
中
略
）
皆
悉
く
間
違
つ
て
ゐ
る
、
何
一
つ
正
し
い
も
の
は
な
い
。

　
誰
れ
で
も
俺
一
人
間
違
つ
て
居
る
と
思
つ
て
は
な
ら
ぬ
、
俺
一
人
正
し
い
と
思
つ
て
は
な
ら
ぬ
、
皆
間
違
つ
て
居
る
の
だ
、

（
中
略
）
け
れ
ど
も
間
違
つ
て
間
違
ひ
放
し
と
言
ふ
訳
に
は
行
か
ぬ
、
間
違
つ
て
間
違
つ
て
間
違
ひ
様
が
な
く
な
つ
て
、
皆

悉
く
革
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
切
万
物
成
敗
を
受
け
る
、
最
後
の
裁
き
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
厘
毫
の
手
加
減
も
、
用
捨
も
な
い
、

　
峻
厳
な
る
道
理
の
裁
き
、
聖
然
た
る
道
理
の
発
動
、
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衆
と
共
に
　
天
皇
此
道
理
を
行
ふ
。

　
そ
れ
が
真
に
日
本
天
皇
の
尊
厳
で
あ
る）

52
（

こ
の
著
作
に
お
い
て
も
途
中
か
ら
の
一
人
称
の
変
化
は
な
い
た
め
、
角
田
に
奇
異
な
癖
が
あ
る
訳
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
り
、

『
大
眼
目
』
に
お
け
る
先
の
推
定
の
強
度
は
増
す
と
言
え
る
。
そ
う
な
る
と
注
視
さ
れ
た
い
の
は
、『
大
眼
目
』
以
外
の
文
章
に
お

い
て
も
一
人
称
が
「
私
」
の
も
の
と
「
俺
」
の
も
の
で
は
明
ら
か
に
文
体
が
異
な
る
点
と
、「
自
己
否
定
の
論
理
」
が
微
妙
に
異

な
る
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
『
天
皇
の
尊
厳
：
大
正
革
命
の
真
眼
目
』
の
文
体
に
つ
い
て
は
、
一
目
見
る
だ
け
で
も
一
人
称
が
「
私
」
で
あ
る
文
と
は

別
人
の
よ
う
な
文
体
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
加
え
て
、
一
人
称
が
「
私
」
の
文
に
は
見
ら
れ
な
い
「
江
戸
弁
風
な
語
り
」
も
、

一
人
称
が
「
俺
」
で
あ
る
『
天
皇
の
尊
厳
：
大
正
革
命
の
真
眼
目
』
に
は
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
以
下
に
記
述
を

引
用
す
る
。

　
加
藤
高
明
を
見
よ
、
子
爵
様
で
、
三
菱
の
婿
殿
だ
、
お
ま
け
に
幣
原
と
共
に
、
英
国
製
の
金
ピ
カ
紳
士
だ
。

　
知
ら
ぬ
は
亭
主
ば
か
り
か
、
世
界
革
命
と
い
ふ
大
き
な
人
形
芝
居
の
馬
の
足
、
デ
ク
の
棒
に
使
は
れ
て
居
る
こ
と
を
、
誰

も
気
が
付
く
ま
い
と
思
つ
て
居
る
と
、
国
民
は
皆
知
り
抜
い
て
ゐ
る
ん
だ
。

　
仏
蘭
西
革
命
や
ら
独
墺
の
没
落
、
露
西
亜
崩
壊
の
型
を
そ
の
儘
日
本
に
輸
入
し
て
も
、
ど
つ
こ
い
そ
う
は
行
か
ぬ
、
日
本

に
は
日
本
独
特
の
流
儀
が
有
る
ん
だ）

53
（



182

学習院大学人文科学論集 XXX（2021）

　
次
に
、「
自
己
否
定
の
論
理
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
人
称
が
「
私
」
で
あ
る
「
人
間
的
基
本
生
活
の
立
場
よ
り
」
の
文
で
は
、

「
世
の
中
の
凡
て
を
否
定
す
る
こ
と
」
で
、「
私
自
身
を
否
定
」
す
る
が
、
今
は
「
私
自
身
を
肯
定
す
る
た
め
に
世
の
中
の
凡
て
を

肯
定
し
度
い
」
と
語
り
、
最
終
的
に
は
肯
定
を
目
指
す

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
り
、
そ
の
肯
定
は
原
内
閣
を
批
判
す
る
自
身
の
正
当
性
の
確
保
の

た
め
に
必
要
に
な
る
も
の
で
あ
る）

54
（

。
対
し
て
、
一
人
称
が
「
俺
」
で
あ
る
『
天
皇
の
尊
厳
：
大
正
革
命
の
真
眼
目
』
の
文
で
は
、

先
の
引
用
の
通
り
「
皆
間
違
つ
て
居
る
」
こ
と
だ
け
が
殊
更
に
強
調
さ
れ
、「
間
違
つ
て
間
違
ひ
放
し
と
言
ふ
訳
に
は
行
か
ぬ
、

間
違
つ
て
間
違
つ
て
間
違
ひ
様
が
な
く
な
つ
て
、
皆
悉
く
革
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
さ
れ
、「
一
切
万
物
成
敗
を
受
け
る
、
最
後

の
裁
き
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
裁
き
や
成
敗
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
者
の
「
私
」
の
側

は
「
批
判
の
正
当
性
確
保
の
為
に
自
身
の
肯
定
を
必
要
と
す
る
」
が
、
後
者
の
「
俺
」
の
側
は
「
自
身
も
含
め
、
全
て
の
も
の
が

間
違
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
一
切
万
物
は
裁
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
の
で
あ
り
、
異
な
る
論
理
か
ら
最
終
的
な
主
張
が
導
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
俺
」
の
文
に
お
け
る
「
裁
き
」
が
天
皇
を
中
心
に
実
行
さ
れ
る
点
は
、
北
思
想
と
の
親
和
性
が
極
め
て
高
い
。『
大
眼

目
』
に
お
け
る
推
定
と
こ
れ
ら
の
記
述
を
整
理
す
る
と
、
一
人
称
が
「
俺
」
で
あ
る
『
天
皇
の
尊
厳
：
大
正
革
命
の
真
眼
目
』
も

ま
た
北
の
語
り
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
以
上
の
分
析
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
こ
ま
で
分
析
を
重
ね
て
き
た
が
、「
意
地
悪
な
読
者
」
は
「
お
前
は
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
い
る
だ

け
じ
ゃ
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
意
味

が
な
い
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
以
下
の
引
用
の
通
り
、『
大
眼
目
』
は
「
北
が
書
い
た
も
の
に
準
ず
る
」
こ
と
に
つ
い
て

は
少
な
く
と
も
確
実
に
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。



183

小冊子『大眼目』の史料批判とその射程（菅原薫仁）

猶
太
人
で
も
な
く
露
助
で
も
な
い
日
本
人
に
は
、
日
本
人
特
有
の
主
義
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
非
国
家
主
義
で
も
、
無
政
府

主
義
で
も
な
い
こ
と
は
云
ふ
ま
で
が
野
暮
だ
。
日
本
で
社
会
主
義
と
い
へ
ば
当
然
国
家
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
お
互
の

日
本
国
が
大
切
お
互
に
七
千
万
同
胞
が
悉
く
幸
福
で
、
心
配
の
な
い
や
う
な
国
家
組
織
に
、
造
り
替
へ
た
い
と
云
ふ
の
が
、

純
正
社
会
主
義
、
即
ち
純
正
国
家
主
義
な
の
だ）

55
（

　
引
用
で
は
、
非
国
家
主
義
（≒

マ
ル
ク
ス
）
で
も
無
政
府
主
義
（≒

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
）
で
も
な
い
日
本
特
有
の
社
会
主
義
の
必

要
性
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
純
正
社
会
主
義
、
即
ち
純
正
国
家
主
義
」
と
さ
れ
、「
純
正
社
会
主
義
」
と
「
純
正

国
家
主
義
」
の
連
関
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。「
純
正
社
会
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
北
の
第
一
作
目
の
著
作
で

あ
る
『
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』
で
編
ま
れ
た
思
想
の
固
有
名
詞
で
あ
り
、
こ
の
記
述
に
は
『
大
眼
目
』
と
北
思
想
と
の
密

接
な
関
係
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
改
め
て
ま
と
め
れ
ば
、
本
稿
に
よ
る
「
私
」
↓
「
俺
等
」・「
俺
達
」
へ
の

主
語
の
変
化
へ
の
着
目
と
、
前
章
で
確
認
し
た
三
つ
の
可
能
性
、
そ
し
て
、「
純
正
社
会
主
義
」
と
「
純
正
国
家
主
義
」
の
連
関

を
合
わ
せ
見
る
と
、「
一
、
社
会
主
義
と
国
家
主
義
」
以
降
に
つ
い
て
は
口
述
筆
記
の
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
推
定
が
可
能
に

な
る
の
で
あ
り
、『
大
眼
目
』
は
「
北
が
書
い
た
も
の
」
と
断
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
北
が
書
い
た
も

の
に
準
ず
る
」
と
は
確
実
に
言
え
る
と
結
論
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
一
章
で
は
『
大
眼
目
』
の
来
歴
に
注
目
し
、『
大
眼
目
』
再
出
版
の
経
過
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
に
お
け
る
史
料



184

学習院大学人文科学論集 XXX（2021）

の
年
代
推
定
の
誤
り
を
整
理
し
た
。
改
め
て
記
述
す
る
と
、『
大
眼
目
』
出
版
の
一
回
目
が
一
九
二
〇
年
の
原
本
、
二
回
目
の
も

の
が
松
田
の
研
究
が
紹
介
し
て
い
る
『
大
眼
目
』（
一
九
二
七
〜
一
九
三
二
年
の
間
）、
三
回
目
の
も
の
が
、
宮
本
の
研
究
と
北
昤

吉
に
よ
る
雑
誌
『
猶
興
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
『
大
眼
目
』（
一
九
三
二
年
）、
四
回
目
の
も
の
が
、
鈴
木
と
長
谷
川
の
研
究
が
用

い
て
い
る
『
大
眼
目
』
で
あ
り
『
純
正
国
家
主
義
』
と
し
て
再
発
行
さ
れ
た
も
の
（
一
九
三
三
年
）
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
の
年
代
推
定
は
今
後
、
当
該
分
野
の
研
究
を
進
め
る
上
で
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
二
章
と
三
章
で
は
『
大
眼
目
』
の
著
者
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
北
思
想
と
『
大
眼
目
』
の
関
係
性
の
強
さ
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
見
た
通
り
数
々
の
証
左
が
あ
る
が
、
㈠
『
大
眼
目
』
の
後
年
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
と
一
致
す
る
記

述
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
生
じ
た
『
大
眼
目
』
の
推
定
に
お
け
る
三
つ
の
可
能
性
と
、
㈡
「
私
」
↓
「
俺
等
」・「
俺
達
」
へ
の
主
語

の
変
化
と
江
戸
弁
風
な
文
体
へ
の
変
化
に
着
目
し
た
分
析
に
よ
っ
て
「
一
、
社
会
主
義
と
国
家
主
義
」
以
降
は
北
の
語
り
を
口
述

筆
記
し
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
推
定
し
、『
大
眼
目
』
の
著
者
は
北
で
あ
る
と
断
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
も
の
の
、
少

な
く
と
も
「
北
が
書
い
た
も
の
に
準
ず
る
」
と
は
確
実
に
言
え
る
と
結
論
し
た
。
で
は
、
本
稿
の
結
論
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持

つ
だ
ろ
う
か
。

　「
は
じ
め
に
」
で
言
及
し
た
通
り
、
北
研
究
史
上
に
は
、
史
料
的
制
約
に
起
因
す
る
「
思
想
の
一
貫
性
」
の
問
題
が
屹
立
し
て

い
る
。
史
料
批
判
を
行
う
こ
と
で
『
大
眼
目
』
を
北
研
究
の
俎
上
に
載
せ
、
史
料
的
制
約
の
突
破
を
試
み
る
本
稿
は
、
こ
の
「
思

想
の
一
貫
性
」
問
題
の
解
決
の
糸
口
に
な
る
も
の
で
あ
る
。『
大
眼
目
』
は
一
九
二
〇
年
代
の
北
の
思
想
を
探
る
上
で
重
要
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
三
〇
年
代
に
お
い
て
も
再
出
版
さ
れ
て
お
り
、
二
・
二
六
事
件
前
に
残
さ
れ
て
い
る
史
料
の
中
で
、
最
も
北
の

思
想
を
体
系
的
に
示
し
得
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、『
大
眼
目
』
の
「
純
正
社
会
主
義
、
即
ち
純
正
国
家
主
義
な
の
だ
」

と
い
う
記
述
は
「
思
想
の
一
貫
性
」
問
題
の
解
決
に
大
き
な
意
義
を
持
つ
と
共
に
、
そ
の
後
の
国
家
改
造
運
動
の
展
開
を
解
釈
す
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る
際
に
も
有
用
な
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
小
冊
子
『
大
眼
目
』
は
北
研
究
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
い
射
程
を
有
し
た
史
料
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
が
本
稿
の
一
つ
目
の
成
果
で
あ
る
。

　
二
つ
目
は
二
・
二
六
事
件
研
究
へ
の
貢
献
で
あ
る
。
筒
井
清
忠
、
須
崎
慎
一
ら
の
二
・
二
六
事
件
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
北
一

輝
の
思
想

≠

青
年
将
校
運
動
と
い
う
議
論
が
浸
透
し
て
き
た
現
在
、
政
治
史
に
お
け
る
北
一
輝
の
重
要
性
が
相
対
的
に
低
下
し
、

結
果
的
に
北
一
輝
像
は
思
想
史
と
政
治
史
に
分
裂
し
て
い
る
状
況
に
な
っ
て
い
る）

56
（

。
Ｃ
・
Ｗ
・
Ａ
・
ス
ピ
ル
マ
ン
は
『
国
体
論
及

び
純
正
社
会
主
義
』
で
見
ら
れ
た
強
い
学
者
批
判
が
自
筆
修
正
版
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
北
の
性
格
が
穏
健
化
し
て
い

る
と
主
張
し
て
い
る
が）

57
（

、
こ
の
穏
健
化
し
た
北
イ
メ
ー
ジ
は
上
記
の
研
究
動
向
と
密
接
に
絡
ん
で
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、『
大
眼
目
』
の
主
張
内
容
や
、
政
府
を
相
手
に
啖
呵
を
切
る
こ
と
で
庶
民
・
民
衆
を
味
方
に
つ
け
る
所
謂
「
ア
ジ
ビ
ラ
」

の
よ
う
な
文
体
か
ら
は
全
く
穏
健
性
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
『
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』
の
時
期
よ
り
も
過

激
性
を
増
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
北
が
思
想
面
で
一
貫
し
、「
過
激
性
」
を
有
し
て
い
た
こ
と
と
、
昨
今
の
二
・
二
六
事
件
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
二
・
二
六

事
件
前
後
に
抑
止
的
な
振
る
舞
い
を
す
る
穏
健
な
北
一
輝
像
は
両
立
す
る
。
そ
れ
は
、『
大
眼
目
』
を
補
助
線
に
置
く
こ
と
で
明

確
化
さ
れ
る
と
言
え
る
。
本
稿
で
見
た
通
り
、『
大
眼
目
』
で
は
担
い
手
と
し
て
「
労
働
者
団
結
せ
よ
」
と
「
労
働
者
」
を
重
視

し
て
い
る
が
、
二
・
二
六
事
件
の
「
青
年
将
校
」
は
北
に
と
っ
て
「
労
働
者
」
の
範
疇
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
北
は
「
革
命
」

の
担
い
手
と
し
て
青
年
将
校
を
位
置
付
け
て
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
共
に
、
実
際
の
運
動
に
つ
い
て
は
「
任
せ
た
」
の
で
は
な

い
か
（
無
関
係
な
こ
と
と
「
任
せ
た
」
こ
と
は
質
的
に
異
な
る
）。
北
は
刑
死
の
前
日
に
、「
改
造
法
案
」
に
つ
い
て
「
ア
レ
ヲ
全

部
信
ズ
ル
必
要
ハ
無
イ
。
諸
君
ハ
諸
君
自
身
ノ
魂
ノ
上
ニ
立
ツ
テ
、
今
後
国
家
ノ
為
ニ
大
体
ア
ー
云
フ
モ
ノ
ヲ
実
現
ス
ル
心
持
デ

努
力
ス
レ
バ
宜
ロ
シ
イ）

58
（

」
と
馬
場
園
義
馬
に
語
っ
て
お
り
、
具
体
的
な
政
策
に
つ
い
て
は
後
世
の
人
に
任
せ
て
い
る
点
は
そ
の
可
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能
性
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。

　『
大
眼
目
』
の
研
究
に
お
い
て
残
る
課
題
と
し
て
、
一
つ
目
に
〝
著
者
が
角
田
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
〞
が
挙
げ
ら

れ
る
。『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
は
中
国
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
し
北
自
身
の
名
前
で
『
大
眼
目
』
を
出
版
し
て
い
れ

ば
、
日
本
帰
国
後
初
め
て
書
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
北
の
名
で
出
さ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
発
禁
を

避
け
る
意
味
が
大
き
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
時
に
、
大
川
や
満
川
よ
り
も
相
対
的
に
無
名
の
人
物
で
あ
り
、
交
流
が
あ
っ
た

角
田
は
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
史
料
的
な
問
題
も
あ
り
本
稿
で
は
実
証
に
は
至
っ
て
い
な

い
。
ま
た
、
二
つ
目
の
課
題
と
し
て
は
、
本
稿
で
は
二
つ
の
『
大
綱
』
と
の
比
較
し
か
行
え
て
お
ら
ず
、『
国
体
論
及
び
純
正
社

会
主
義
』
や
『
支
那
革
命
外
史
』
な
ど
も
含
め
た
「
北
思
想
と
『
大
眼
目
』
の
思
想
的
連
関
の
検
討
」
と
、
そ
れ
に
伴
う
「
思
想

の
一
貫
性
」
の
検
討
を
行
え
て
は
い
な
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
加
え
て
、『
大
眼
目
』
に
は
猶
存
社
時
代
に
お
い
て
北
思
想
が
右

翼
陣
営
に
広
が
っ
て
い
く
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
北
の
国
体
論
が
ど
の
よ
う
に
流
入
し
、
展
開
さ
れ
た
か
の
具
体
的
な
検
討

は
三
つ
目
の
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

註
（
1
）　
菅
原
薫
仁
「
北
一
輝
研
究
の
動
向
と
展
望
」『
学
習
院
史
学
』（
二
〇
二
一
年
三
月
）
五
四
〜
五
五
頁
。

（
2
）　
筒
井
清
忠
『
昭
和
期
日
本
の
構
造
』（
講
談
社
、
一
九
九
六
年
）
三
六
一
頁
。

（
3
）　
長
谷
川
雄
一
、
Ｃ
・
Ｗ
・
Ａ
・
ス
ピ
ル
マ
ン
、
萩
原
稔
編
『
北
一
輝
　
自
筆
修
正
版
　
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
四
八
一
頁
。

（
4
）　
鈴
木
正
節
「
北
一
輝
の
秘
密
パ
ン
フ
『
大
眼
目
』」『
歴
史
公
論
』（
一
九
八
一
年
三
月
）。
松
田
實
「
北
一
輝
研
究
資
料
『
大
眼
目
』
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（
北
一
輝
著
）
と
そ
の
解
題
」『
佐
渡
郷
土
文
化
』（
二
〇
〇
五
年
六
月
）。

（
5
）　
宮
本
盛
太
郎
『
天
皇
機
関
説
の
周
辺
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
）
一
九
四
〜
二
〇
八
頁
。
長
谷
川
義
記
『
よ
み
が
え
る
北
一
輝
下

巻
』（
月
刊
ペ
ン
社
、
一
九
七
三
年
）
一
〇
一
〜
一
〇
三
頁
。

（
6
）　
福
家
崇
洋
『
戦
間
期
日
本
の
社
会
思
想
』（
人
文
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
一
五
二
頁
。

（
7
）　
司
法
省
刑
事
局
「
国
家
主
義
系
団
体
員
の
経
歴
調
査
（
一
）」『
思
想
資
料
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』
特
輯
第
二
四
号
（
一
九
四
一
年
四
月
）
三

四
五
〜
三
四
六
頁
。

（
8
）　
前
掲
、『
戦
間
期
日
本
の
社
会
思
想
』
一
二
九
〜
一
三
〇
頁
。

（
9
）　
片
瀬
裕
「
北
一
輝
、
そ
の
神
霊
的
生
涯
の
一
側
面
㈣
」『
研
究
紀
要
』（
一
九
九
三
年
一
一
月
）
四
八
〜
四
九
頁
。

（
10
）　
大
塚
奈
奈
絵
「
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
発
禁
図
書
函
号
目
録
』（
安
寧
ノ
部
・
風
俗
ノ
部
）」『
参
考
書
誌
研
究
』（
二
〇
一
六
年
三

月
）
の
「
本
表
」
一
七
八
頁
を
参
照
。

（
11
）　
角
田
清
彦
『
純
正
国
家
主
義
』（
内
外
更
始
倶
楽
部
、
一
九
三
三
年
）
二
頁
。

（
12
）　
前
掲
、「
北
一
輝
の
秘
密
パ
ン
フ
『
大
眼
目
』」
九
七
頁
。

（
13
）　
角
田
清
彦
『
大
眼
目
』（
民
衆
食
堂
、
一
九
二
〇
年
）
の
九
頁
に
「
二
千
五
百
八
十
年
」
と
い
う
記
述
が
、
五
二
頁
に
「
憲
政
会
」
と

い
う
記
述
が
そ
れ
ぞ
れ
見
て
取
れ
る
。

（
14
）　
前
掲
、『
純
正
国
家
主
義
』
一
〇
頁
に
「
二
千
五
百
九
十
三
年
」
と
、
三
九
頁
に
「
民
政
党
」
と
あ
る
。

（
15
）　
前
掲
、『
よ
み
が
え
る
北
一
輝
下
巻
』
一
〇
一
頁
。

（
16
）　
北
昤
吉
編
「
大
眼
目
　
北
一
輝
遺
著
」『
猶
興
』（
一
九
五
三
年
七
月
）
四
六
頁
に
「
二
千
五
百
九
十
二
年
」、
五
三
頁
に
「
民
政
党
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
、『
天
皇
機
関
説
の
周
辺
』
一
九
六
頁
に
「
二
千
五
百
九
十
二
年
」、
二
〇
七
頁
に
「
民
政
党
」
の
記
述

が
あ
る
。

（
17
）　
前
掲
、「
北
一
輝
研
究
資
料
『
大
眼
目
』（
北
一
輝
著
）
と
そ
の
解
題
」
二
五
頁
。

（
18
）　
同
右
、
二
七
頁
。

（
19
）　
同
右
、
三
五
頁
。

（
20
）　
還
「
抹
殺
社
一
味
」『
労
働
運
動
』（
一
九
二
一
年
三
月
二
〇
日
）
に
初
出
。
引
用
は
一
九
八
九
年
三
月
に
第
三
刷
と
し
て
黒
色
戦
線
社
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か
ら
復
刻
発
行
さ
れ
た
『
労
働
運
動
』
の
一
四
八
頁
。
還
は
中
村
還
一
。

（
21
）　
前
掲
、『
戦
間
期
日
本
の
社
会
思
想
』
一
五
二
頁
。

（
22
）　
前
掲
、「
北
一
輝
の
秘
密
パ
ン
フ
『
大
眼
目
』」
九
六
〜
九
七
頁
。

（
23
）　
前
掲
、『
大
眼
目
』
二
二
〜
二
三
頁
。

（
24
）　
同
右
、
二
八
頁
。

（
25
）　
同
右
、
二
四
頁
。

（
26
）　
同
右
、
三
一
〜
三
二
頁
。

（
27
）　『
北
一
輝
著
作
集
』
第
二
巻
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
九
年
）
所
収
『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
二
三
七
頁
。
同
書
所
収
『
日
本
改
造

法
案
大
綱
』
三
〇
七
頁
。

（
28
）　
前
掲
、『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
二
三
七
頁
と
、
前
掲
、『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
三
〇
七
頁
で
「
私
有
財
産
限
度
ト
私
人
生
産
業
限

度
」
の
区
別
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）　
前
掲
、『
大
眼
目
』
三
三
〜
三
六
頁
。

（
30
）　
同
右
、
三
六
〜
三
七
頁
。

（
31
）　
前
掲
、『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
二
五
一
頁
、
前
掲
、『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
三
二
一
頁
。

（
32
）　
前
掲
、『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
二
四
三
頁
、
前
掲
、『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
三
一
三
頁
。

（
33
）　
前
掲
、『
大
眼
目
』
三
八
〜
三
九
頁
。

（
34
）　
同
右
、
四
〇
〜
四
二
頁
。

（
35
）　
前
掲
、『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
二
三
四
頁
、
前
掲
、『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
三
〇
三
〜
三
〇
四
頁
。

（
36
）　
前
掲
、『
大
眼
目
』
三
七
〜
三
八
頁
。

（
37
）　
前
掲
、『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
二
三
二
頁
、
前
掲
、『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
三
〇
二
頁
。

（
38
）　
前
掲
、『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
二
二
八
頁
。

（
39
）　
前
掲
、『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
二
九
八
頁
。

（
40
）　
前
掲
、『
大
眼
目
』
四
〇
〜
四
一
頁
。
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（
41
）　
前
掲
、『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
二
三
二
頁
。

（
42
）　
前
掲
、『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
三
〇
二
頁
。

（
43
）　
前
掲
、『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
二
二
一
頁
。『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
で
は
当
該
箇
所
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）　
前
掲
、『
大
眼
目
』
五
二
頁
。

（
45
）　
同
右
、
五
三
〜
五
四
頁
。

（
46
）　
同
右
、
五
六
〜
五
七
頁
。

（
47
）　
同
右
、
四
九
〜
五
〇
頁
。

（
48
）　
同
右
、
一
一
〜
一
三
頁
。

（
49
）　
前
掲
、『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』
二
七
九
頁
、
前
掲
、『
日
本
改
造
法
案
大
綱
』
三
四
九
頁
。

（
50
）　
角
田
清
彦
「
入
社
の
辞
」『
潮
』（
一
九
一
九
年
九
月
一
日
）
一
二
〇
頁
。

（
51
）　
角
田
清
彦
「
人
間
的
基
本
生
活
の
立
場
よ
り
」『
労
働
世
界
』（
一
九
二
〇
年
一
月
）
一
六
頁
。

（
52
）　
角
田
清
彦
『
天
皇
の
尊
厳
：
大
正
革
命
の
真
眼
目
』（
自
由
労
働
同
盟
、
一
九
二
五
年
）
二
〜
三
頁
。

（
53
）　
同
右
、
一
六
〜
一
七
頁
。

（
54
）　
前
掲
、「
人
間
的
基
本
生
活
の
立
場
よ
り
」
一
六
〜
一
七
頁
。

（
55
）　
前
掲
、『
大
眼
目
』
一
六
頁
。

（
56
）　
前
掲
、「
北
一
輝
研
究
の
動
向
と
展
望
」
五
三
頁
。

（
57
）　
前
掲
、『
北
一
輝
自
筆
修
正
版
　
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』
四
九
三
〜
四
九
四
頁
。

（
58
）　
馬
場
園
義
馬
「
北
一
輝
先
生
の
面
影
」『
新
勢
力
』（
一
九
六
五
年
三
月
）
五
九
頁
。
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 H
istorical C

ritique of “ D
aiganm

oku” : R
eview

 of m
aterials relating to K

ita Ikki

SU
G

A
H

A
R

A
, Y

ukihito
　T

he prem
ise of the research on K

ita-Ikki

（1883

─1937

）is that there are no historical docum
ents that system

atically 

describe his thought since the early 1920s. T
he m

ain purpose of this article is to solve this historical problem
 of research 

on K
ita by estim

ating the authorship of the booklet “ D
aiganm

oku”  published on D
ecem

ber 5, 1920.

　T
he “ R

odo U
ndo”

（M
arch 20, 1921

）show
s that “ D

aiganm
oku”  w

as w
ritten by K

ita, but for som
e reason the 

signature w
as given as Sum

ida-K
iyohiko. In addition, the contents of “ D

aiganm
oku”  are explanations in sim

ple language 

by the “ author”  about the contents of K
ita’ s previous books, w

hich points out the strong relationship betw
een K

ita and 

“ D
aiganm

oku” . In spite of these evidences, the author of “ D
aiganm

oku”  w
as presum

ed to be Sum
ida in previous studies, 

and “ D
aiganm

oku”  w
as not considered as a subject of K

ita research.

　“ D
aiganm

oku”  has been republished three tim
es since its original publication, the last tim

e in 1933, w
hen it w

as 

renam
ed “ Pure N

ationalism
” . In addition, “ D

aiganm
oku”  show

s how
 the ideas of K

ita influenced the right-w
ing activists 

during the period w
hen he w

as active in Y
uzonsha. T

his article is not only significant for solving the problem
 of 

consistency of thought that has existed in the history of research on K
ita, but also contributes to the progress of research 

on the 2.26 Incident. It can be said that this article has opened up a new
 horizon for the study of K

ita.

（
史
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程
二
年
）




